
　
　
　
　
明
治
初
年
の
宗
敏
的
農
民
一
揆
　
（
黒
正
）

流
は
、
　
一
見
何
等
攣
化
獲
展
な
き
が
如
き
で
あ
る
も
、
悠

久
の
太
古
よ
り
流
せ
る
泥
沙
は
堆
積
し
て
、
埃
及
國
土
そ

の
も
の
さ
へ
賜
こ
し
、
・
・
、
シ
シ
ッ
ピ
ー
に
到
底
比
す
べ
か

ら
ざ
る
程
度
に
、
徐
々
だ
り
な
が
ら
河
ロ
に
三
角
洲
を
登

逡
せ
し
め
た
。
斯
の
如
く
こ
の
河
碑
に
住
す
る
古
代
埃
及

入
の
宗
一
滴
は
常
に
一
定
不
墾
の
様
で
あ
り
、
歴
史
槻
な

第
十
五
巷
第
一
號

七
六

る
も
の
殆
ん
こ
な
か
っ
た
が
、
彼
等
の
遽
し
た
二
黒
に
は

縦
し
や
輝
々
た
り
ご
は
云
へ
、
流
石
に
長
き
年
月
の
間
に

は
遷
化
遅
筆
を
一
方
づ
け
得
る
の
で
あ
る
Q

（
段
）
　
三
遷
器
ジ
岡
㈹
）
．
冥
．
。
・
算
δ
o
ぎ
q
島
く
。
冨
匙
団
算
。
蔓
ぎ
r
困
凱

　
　
　
い
。
銭
8
H
G
。
＄
や
岡
O
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（
昭
和
四
年
十
二
月
一
日
稿
）

明
治
初
年
の
宗
教
的
農
民
一
揆

黒

正

巖

（76）

　
　
　
　
一
　
緒
　
　
　
言

　
徳
川
幕
政
の
中
期
以
後
、
武
士
の
封
建
的
統
制
力
の
弛

緩
す
る
に
伴
ひ
、
農
民
は
そ
の
精
紳
的
纒
濟
的
苦
痛
に
耐

え
か
ね
て
、
絶
望
的
な
る
反
抗
運
動
を
企
つ
る
事
照
々
多

き
を
加
ふ
る
に
至
っ
た
。
徳
川
時
代
を
瓶
じ
て
恐
ら
く
六

百
件
以
上
も
あ
ら
う
ご
察
せ
ら
る
、
百
姓
一
揆
の
大
牢
は

凡
そ
西
紀
千
七
百
年
（
寳
永
年
聞
）
以
後
に
属
し
、
幕
末

に
近
く
に
從
ひ
楼
生
回
歎
が
加
蓮
度
鮒
に
増
加
し
，
慶
癒

二
年
に
は
實
に
十
七
回
の
多
き
に
達
し
た
が
、
愈
々
幕

府
崩
壊
の
断
末
魔
に
喘
ぐ
慶
癒
三
年
越
は
、
天
下
を
睾
げ

て
革
命
的
恐
怖
歌
態
に
隔
り
し
を
以
て
、
さ
す
が
に
農
民

共
は
百
姓
鳳
揆
な
ご
を
写
す
の
除
裕
は
な
く
、
從
っ
て
百



姓
一
揆
は
僅
か
に
三
回
位
し
か
超
ら
な
か
っ
た
σ
慶
慮
四

年
再
び
王
政
復
古
す
る
に
及
び
て
は
、
徳
川
氏
の
恩
顧
に

話
す
る
武
士
階
級
が
各
地
に
反
抗
運
動
を
試
み
ん
こ
し
、

同
時
に
農
民
も
亦
動
旛
し
初
め
、
三
二
的
混
餓
は
如
何
に

し
て
牧
拾
せ
ら
る
べ
き
か
、
全
く
そ
の
蹄
趨
を
失
っ
た
。

乃
ち
農
民
は
再
び
各
地
に
一
揆
を
起
し
、
或
は
李
素
の
不

満
欝
憤
を
晴
ら
さ
ん
ご
し
、
或
は
武
士
の
煽
動
に
よ
っ
て

新
政
反
樹
を
唱
へ
、
或
は
地
位
、
生
活
釈
態
の
向
上
を
企

て
ん
こ
し
た
。
爾
來
新
政
府
の
實
樺
が
確
立
せ
ら
る
、
に

俘
ひ
、
種
々
の
新
制
度
が
採
用
せ
ら
れ
た
け
れ
ざ
も
、
王

統
主
義
の
下
に
假
死
の
釈
態
に
あ
っ
元
農
民
は
、
多
く
頑

迷
固
随
に
し
て
新
政
を
充
分
に
理
解
す
る
事
能
は
す
、
事

毎
に
不
二
反
比
を
唱
へ
、
途
に
は
薩
接
行
動
に
出
で
百
姓

一
揆
を
勃
饗
せ
し
め
た
G
か
く
し
て
明
治
十
年
迄
、
年
に

よ
り
癸
生
回
数
に
多
少
は
あ
る
が
、
年
中
行
事
の
如
く
各

地
に
百
姓
｝
揆
が
登
生
し
、
余
の
蒐
集
し
た
る
資
料
の
み

に
よ
る
も
實
に
百
五
十
件
以
上
に
達
し
て
居
る
。
徳
川
時

　
　
　
　
明
治
初
年
の
宗
敦
的
農
民
…
揆
　
（
黒
正
）

代
｝
｝
百
六
十
除
年
租
の
六
百
件
に
比
し
て
如
何
に
明
治
初

期
十
年
間
に
多
く
百
姓
一
揆
が
登
生
し
た
か
、
同
時
に
又

下
女
に
常
時
の
証
會
が
混
飢
の
歌
態
に
あ
っ
た
か
を
察
す

る
に
難
く
な
い
。

　
徳
川
時
代
の
百
姓
一
揆
は
、
そ
の
形
態
、
原
因
、
目
標

等
、
時
ご
所
ご
に
よ
っ
て
濃
化
し
、
從
て
そ
の
歯
答
史
的

意
義
に
謝
し
て
は
種
々
の
議
論
の
生
す
る
所
で
あ
る
が
、

余
は
徳
川
時
代
の
百
姓
叫
揆
は
軍
な
る
反
抗
電
動
に
す
ぎ

す
，
原
則
と
し
て
革
命
的
性
質
を
有
し
な
い
ご
解
し
、
幕

末
に
於
て
革
命
的
ス
ロ
；
ガ
ン
の
下
に
行
は
れ
た
る
冠
會

運
動
の
中
に
農
艮
の
心
若
し
た
る
も
の
が
二
三
あ
る
に
し

て
も
、
之
は
百
姓
】
揆
ご
革
命
蓮
勤
と
の
競
合
し
た
も
の

で
あ
っ
て
、
之
に
よ
っ
て
徳
川
時
代
の
百
姓
一
揆
が
凡
べ

て
革
命
的
性
質
を
有
し
π
ε
概
招
的
結
論
を
下
す
事
は
出

來
な
い
ご
考
へ
て
居
る
。
而
し
て
こ
の
問
題
を
解
明
す
る

に
は
、
明
治
初
年
の
農
民
一
揆
を
研
究
す
る
事
は
最
も
便

利
で
あ
り
好
都
合
で
あ
る
。
固
よ
り
徳
川
時
代
の
百
姓
一

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巷
　
第
一
號
　
　
　
七
七
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明
泊
初
年
の
宗
歌
的
農
艮
一
揆
　
（
黒
正
）

揆
は
封
建
的
趾
會
組
織
の
必
然
的
産
物
で
あ
っ
て
、
從
て

明
滑
新
時
代
の
百
姓
一
興
ご
は
著
し
く
そ
の
性
質
を
異
に

す
べ
き
も
の
で
は
あ
る
が
、
然
か
も
明
治
十
年
頃
迄
は
、

証
會
的
政
治
的
に
見
て
爾
ほ
封
建
励
會
ε
新
説
會
ご
の
過

渡
階
級
に
属
す
る
を
以
て
、
こ
の
時
代
の
百
姓
一
揆
の
性

質
を
明
か
に
す
る
事
こ
そ
、
徳
川
時
代
の
百
姓
一
揆
を
理

解
す
る
の
關
鍵
こ
も
い
ふ
事
が
出
來
よ
う
。
私
が
徳
川
時

代
の
百
姓
】
揆
を
研
究
す
る
の
か
だ
は
ら
、
明
治
時
代
の

そ
れ
を
探
究
し
つ
、
あ
る
は
か
、
る
理
由
に
基
く
の
で
あ

る
。
　
　
　
　
　
　
　
翫

　
　
　
　
二
　
百
姓
一
揆
登
生
の
原
因

　
明
治
初
年
の
百
姓
一
揆
の
本
質
を
明
か
に
す
る
に
は
、

’
先
づ
そ
の
原
因
を
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
百

姓
「
揆
の
原
因
は
、
巳
に
拙
藩
「
百
姓
一
揆
の
研
究
」
に
於

て
詳
述
し
た
る
が
如
く
、
之
を
素
因
ご
働
因
ご
に
分
っ
て

考
察
す
る
の
必
要
が
あ
る
。
郎
ち
凡
べ
て
の
励
會
現
象
の

生
起
に
は
必
ず
素
因
ビ
働
因
ご
が
あ
る
Q
　
一
定
の
証
會
の

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巷
　
第
　
號
　
　
　
熱
演

有
す
る
素
質
は
一
定
の
素
因
の
結
合
關
係
に
よ
っ
て
決
定

せ
ら
れ
、
更
に
之
に
一
定
の
動
因
の
加
は
る
時
に
初
め
て

具
騰
的
の
就
會
現
象
が
起
っ
て
早
る
。
「
の
早
着
現
象
を

隼
起
せ
し
む
動
困
ご
錐
も
、
之
を
機
械
的
に
分
析
し
列
暴

す
る
事
は
困
難
で
あ
る
が
、
特
に
フ
紙
の
素
因
を
具
膿
的
に

示
す
事
は
困
難
で
あ
っ
て
、
…
軍
に
抽
象
的
に
の
み
分
析
列

世
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
イ
　
百
姓
一
揆
の
素
因

　
今
明
治
初
年
に
於
け
る
再
呈
一
揆
狡
生
の
素
嗣
ご
考
へ

ら
る
、
も
の
、
主
な
る
も
の
を
指
回
す
れ
ば
次
の
五
項
ξ

す
る
事
・
が
出
　
來
よ
う
Q

　
ω
　
就
會
鍵
革
に
よ
る
里
心
の
動
揺
不
安
。
之
は
如
何

な
る
國
、
時
代
に
於
て
も
、
箪
・
命
の
行
は
れ
た
る
直
後
に

は
、
人
々
が
前
途
に
不
安
を
懐
き
そ
の
蹄
趨
を
失
ひ
甚
し

く
動
揺
す
る
。
從
て
か
く
の
如
き
斌
態
に
於
て
は
何
等
か

強
き
刺
戟
を
與
ふ
る
が
如
き
具
膿
的
事
件
の
出
現
す
る
時

は
、
そ
れ
が
動
因
こ
な
っ
て
民
衆
を
し
て
直
接
行
動
に
鴇

（　78，　）



で
し
む
る
が
常
で
あ
る
。
之
ご
同
じ
く
、
明
治
初
年
に
も

重
心
が
不
安
動
揺
に
陥
り
就
會
が
混
鼠
し
た
の
で
あ
っ
て

之
は
即
ち
明
治
初
年
の
百
姓
一
揆
の
素
因
こ
し
て
最
も
重

大
な
る
意
義
を
有
す
る
も
の
、
一
で
あ
る
。

　
②
　
新
政
府
の
統
制
力
の
薄
弱
Q
新
政
府
に
於
て
は
王

政
復
古
、
諸
制
革
新
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
よ
っ
て
討
幕
派
諸

藩
の
勢
力
が
結
集
せ
ら
れ
、
大
勢
順
癒
主
義
の
諸
藩
も
之

に
合
流
し
て
は
居
た
が
、
爾
ほ
藩
閥
的
精
紳
が
溝
失
せ
す

互
に
そ
の
勢
力
を
事
は
ん
こ
す
る
の
み
な
ら
す
、
南
無
行

動
の
訓
練
に
乏
し
く
、
殊
に
財
政
的
基
礎
が
確
立
せ
ら
れ

て
居
な
か
っ
た
の
で
、
往
々
に
し
て
官
吏
並
に
軍
慮
の
不

法
な
る
行
幸
が
あ
っ
て
、
充
分
に
人
心
を
牧
棄
す
る
事
が

出
來
な
か
っ
た
Q
從
て
又
人
民
が
反
抗
し
た
場
合
に
も
恩

威
に
よ
っ
て
之
を
統
制
す
る
の
カ
が
乏
し
か
っ
た
。
つ
ま

り
新
政
府
の
足
許
が
見
す
か
さ
れ
、
事
毎
に
人
民
の
反
抗

輕
侮
を
受
け
た
こ
ご
も
亦
素
因
の
一
つ
こ
い
ふ
べ
き
で
あ

る
。

明
漕
初
年
の
宗
敏
的
農
民
一
揆
　
（
黒
正
）

　
③
懐
古
的
精
紳
の
趨
頭
。
世
の
移
り
盛
り
目
に
は
、

支
配
階
級
も
被
支
配
階
級
も
多
少
の
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ

経
濟
的
湿
一
働
に
よ
る
苦
痛
を
な
め
さ
せ
ら
れ
、
叉
精
虫
的

に
も
不
安
に
陥
る
。
か
、
る
場
合
に
は
常
に
過
ぎ
宣
し
方

を
追
懐
し
、
之
に
憧
憬
す
る
の
は
人
の
世
の
習
で
あ
る
。

殊
に
農
民
共
は
、
長
年
の
間
不
李
不
満
は
あ
っ
た
が
、
赫

々
排
斥
の
傳
史
観
に
囚
は
れ
て
居
た
の
で
あ
っ
て
、
事
の

善
悪
利
害
を
度
外
視
し
て
急
激
な
る
墾
異
を
好
ま
訟
Q
維

新
の
改
革
を
理
解
せ
す
し
て
之
に
画
調
し
、
奮
起
を
追
慕

す
る
の
情
は
濡
滅
し
ざ
こ
ろ
か
、
却
て
案
頭
せ
ん
ビ
す
を

の
傾
向
が
あ
っ
た
。
已
に
明
治
維
新
の
目
標
膚
身
が
、
諸

制
の
根
本
的
革
新
ご
古
き
を
傳
へ
る
ご
い
ふ
全
く
矛
盾
し

た
も
の
で
あ
っ
て
、
農
民
が
一
方
に
新
政
を
迎
へ
乍
ら
他

方
に
之
に
反
介
し
よ
う
ご
す
る
の
は
寧
ろ
流
心
の
事
こ
い

は
ね
ば
な
ら
滋
。
こ
の
矛
盾
の
中
に
も
百
姓
一
揆
の
重
大

な
る
素
因
が
胚
胎
し
て
居
π
の
で
あ
る
。

　
㈲
　
離
巖
武
士
の
不
雫
。
維
新
直
後
に
於
て
は
武
士
は

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巻
　
第
｝
號
　
　
　
七
九

（79）



　
　
　
　
明
治
初
年
の
宗
敏
的
農
民
…
揆
　
（
黒
正
）

全
然
そ
の
三
葉
を
奪
は
れ
た
の
で
は
な
い
が
、
併
し
主
從

親
念
の
比
較
的
強
か
っ
た
武
士
が
新
政
に
反
署
し
徳
川
家

再
興
を
夢
み
た
の
は
無
理
か
ら
庶
事
で
あ
る
。
併
し
か
く

の
如
き
槻
念
的
動
因
に
よ
っ
て
匙
つ
た
反
抗
蓬
動
は
、
生

産
階
級
た
る
農
民
の
支
持
が
な
け
れ
ば
到
底
響
岩
し
得
な

い
。
武
士
が
隷
を
は
な
れ
て
そ
の
生
活
が
困
難
ご
な
る
に

つ
れ
、
武
士
の
不
二
は
深
刻
こ
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
つ
淀

こ
、
に
於
て
武
士
は
農
民
の
心
事
を
洞
察
し
、
種
々
の
術

策
に
よ
っ
て
、
之
を
宮
己
の
味
方
に
引
き
入
れ
よ
う
こ
し

た
。　

⑤
　
農
民
の
頑
迷
無
智
。
二
百
六
十
鈴
年
間
、
武
士
の

絶
醤
的
支
配
に
屈
服
し
、
精
誓
言
江
海
的
に
そ
の
向
上
饗

展
を
阻
止
せ
ら
れ
て
居
た
農
民
は
、
　
一
方
に
於
て
新
政
を

理
解
せ
す
、
種
々
の
新
規
な
る
事
物
を
誤
解
し
且
つ
恐
怖

し
て
そ
の
国
忌
に
反
謝
し
だ
る
の
み
な
ら
す
、
他
方
に
於

て
は
束
縛
よ
り
急
速
に
解
放
せ
ら
れ
た
る
爲
め
常
規
を
逸

し
宙
由
を
は
き
違
へ
、
ヌ
薔
來
の
歴
迫
に
醸
す
る
復
讐
心

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巻
　
第
一
號
　
　
　
入
○

よ
り
し
て
上
司
の
命
令
に
反
抗
せ
ん
ε
す
る
の
農
繁
の
腰

成
せ
ら
れ
た
こ
ご
は
、
殆
ざ
凡
べ
て
の
百
姓
一
思
の
爽
生

に
点
て
之
を
看
取
す
る
事
が
轡
覧
る
。

　
ロ
　
百
姓
一
揆
の
動
因

　
右
の
如
き
素
因
の
存
在
す
る
時
は
、
何
等
か
の
鷹
峯
が

加
は
れ
ば
直
ち
に
百
姓
一
揆
が
爆
覚
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

今
、
明
治
初
年
の
百
姓
N
揆
の
唄
々
に
つ
き
て
そ
の
動
因

を
見
る
に
、
實
に
多
種
多
機
に
し
て
枚
暴
に
蓬
な
き
有
標

で
あ
る
か
ら
、
本
稿
で
は
一
々
の
事
柄
に
つ
き
そ
の
説
明

を
な
さ
す
、
概
括
酌
に
論
ず
る
事
こ
し
た
。
而
し
て
百
姓

一
揆
は
決
し
て
軍
一
な
る
動
因
の
み
に
基
く
の
で
は
な
く

表
面
上
一
動
因
に
よ
る
か
の
如
く
見
ゆ
る
も
の
で
も
、
之

を
仔
細
に
詮
索
す
れ
ば
数
個
の
動
因
が
複
合
し
て
居
る
の

が
常
で
あ
る
β
煮
て
そ
の
動
因
の
如
何
に
よ
っ
て
、
百
姓

一
揆
を
類
別
す
る
事
は
困
難
で
あ
る
が
、
そ
の
圭
淀
る
動

鼠
を
以
て
類
別
の
標
準
こ
な
す
事
は
不
可
能
な
る
の
み
な

ら
す
、
一
揆
の
性
質
を
理
解
す
る
に
は
必
要
の
事
で
あ
る
。
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百
姓
｝
揆
の
動
因
を
概
念
的
に
医
齎
す
る
時
は
、
魁
會
酌

動
因
、
経
堂
的
動
因
、
財
政
的
動
因
、
行
政
的
動
因
、
宗
激

的
動
因
の
五
に
寸
分
す
る
事
が
出
城
る
。
從
て
之
を
標
準

ε
す
れ
ば
癒
會
的
一
揆
、
経
濟
的
一
揆
、
財
政
的
一
揆
、

行
政
的
一
揆
、
何
事
的
一
揆
こ
の
類
別
を
生
す
る
わ
け
で

あ
る
が
、
革
命
直
後
の
事
で
あ
る
か
ら
、
就
會
的
一
揆
、

財
政
的
一
揆
、
　
行
政
的
一
揆
が
最
も
多
数
を
占
め
て
居

る
。
宗
敏
的
一
揆
は
そ
の
回
数
は
比
較
的
に
少
い
。

　
併
し
乍
ら
維
新
後
、
封
建
的
支
配
下
に
於
て
そ
の
保
護

に
よ
っ
て
大
な
る
特
椹
を
行
使
じ
、
武
士
階
級
の
代
選
者

ご
な
っ
て
居
た
佛
敷
は
、
封
建
精
紳
の
擁
護
蒋
で
あ
っ
だ

儒
攣
ご
共
に
、
大
な
る
排
斥
を
受
け
た
の
は
事
の
常
然
の

成
り
行
で
あ
る
。
か
く
て
所
謂
議
事
殿
騨
の
思
想
が
勃
興

し
、
同
時
に
信
仰
肖
由
の
主
張
が
起
っ
て
急
激
な
る
宗
激

改
革
が
行
は
る
、
に
至
っ
た
、
之
が
爲
め
佛
衆
徒
並
に
櫓

侶
の
反
戚
を
買
ひ
人
心
を
激
昂
せ
し
め
た
。
こ
の
問
題
に

つ
き
て
は
已
に
多
べ
の
學
者
丙
研
究
す
る
所
で
あ
り
、
…
最

　
　
　
　
明
治
，
馴
年
の
宗
教
的
農
民
一
揆
　
（
黒
正
）

萢
に
は
東
京
帝
専
大
細
腰
學
會
の
編
纂
に
か
、
る
「
明
治

維
新
史
研
究
」
中
、
姉
崎
正
治
博
士
、
辻
善
之
助
博
士
が

詳
論
せ
ら
れ
て
居
る
か
、
ら
、
蕪
に
は
深
く
論
及
す
る
の
必

要
は
な
い
が
、
當
時
の
入
々
の
最
大
關
事
の
一
つ
で
あ
っ

た
こ
ご
は
明
か
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
之
は
地
方
に
よ
っ
て

除
程
事
情
農
期
に
し
、
特
殊
な
る
地
方
的
素
因
を
必
要
ご

す
る
の
で
あ
つ
で
、
信
仰
心
の
薄
弱
な
る
地
万
に
於
て
は

之
が
為
し
も
自
姓
一
揆
の
動
因
ご
は
な
り
得
な
い
。
之
は

別
項
に
述
べ
ん
ご
す
る
事
例
に
徴
し
て
も
推
論
す
る
事
が

出
織
る
。
又
直
接
に
宗
敷
改
革
ご
は
閣
係
は
な
い
が
、
一

算
の
入
々
が
自
己
の
野
望
を
達
せ
ん
が
爲
め
に
杜
會
の
動

揺
に
乗
じ
愚
民
の
信
仰
心
を
悪
用
し
て
一
揆
を
超
さ
せ
た

場
合
が
少
く
な
い
Q
之
等
も
維
新
後
の
就
會
的
動
揺
の
産

物
で
あ
る
か
ら
、
明
治
初
年
の
宗
敷
的
百
姓
一
揆
の
一
特

徴
を
示
す
も
の
ご
い
ふ
べ
く
、
共
に
本
稿
に
於
て
記
述
す

る
瀬
ご
し
た
。

　
　
　
　
三
　
維
新
後
の
宗
澱
問
題

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巷
第
一
號
　
　
入
一
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明
治
初
年
の
宗
敷
的
農
民
一
揆
　
（
黒
正
）

　
こ
の
問
題
は
私
の
專
門
外
に
冠
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

私
の
ご
や
角
論
す
べ
き
筋
合
で
は
な
く
、
詳
し
く
は
前
述

の
姉
騎
博
士
、
辻
博
士
の
論
文
を
墾
看
せ
ら
れ
ん
事
を
希

望
す
る
が
、
明
治
初
年
の
宗
激
的
農
民
一
揆
を
研
究
す
る

に
は
順
序
こ
し
て
一
昏
昏
時
の
模
様
を
説
明
を
し
て
お
く

の
必
要
が
あ
る
か
ら
、
極
め
て
筋
輩
に
述
て
お
か
う
。

　
辻
博
士
の
説
に
よ
れ
ば
、
明
治
元
年
三
月
十
七
日
紳
祇

事
務
局
の
達
、
同
こ
十
入
日
太
政
官
布
告
を
以
て
紳
佛
分

離
が
蔵
せ
ら
れ
て
よ
り
、
之
に
高
唱
し
て
地
方
諸
藩
に
於

て
磨
佛
殿
鐸
の
暴
に
凄
で
た
も
の
が
頗
る
多
く
、
人
3
5
に

置
戸
の
刺
戟
を
輿
へ
た
も
の
、
如
く
で
あ
る
。
之
に
乗
じ

て
新
政
反
醤
の
臭
に
供
し
よ
う
こ
し
た
も
の
も
あ
る
。
例

へ
ば
、
淋
佛
制
言
合
の
串
た
時
は
朝
廷
が
東
北
征
伐
の
師

．
を
出
　
さ
ん
ご
す
る
際
で
あ
っ
た
か
ら
、
＾
曾
津
地
方
で
は
朝

廷
が
屡
佛
を
断
行
せ
ん
こ
す
る
旨
を
宣
高
し
、
薩
長
は
不

法
を
信
仰
せ
す
、
浮
心
興
言
を
誹
誘
す
る
讐
敵
で
あ
る
こ

て
下
民
を
煽
動
し
だ
こ
い
ふ
事
で
あ
る
。
政
府
は
そ
の
設

　
　
　
　
　
　
第
十
五
谷
　
第
一
號
　
　
　
入
二

傳
を
除
く
に
カ
め
だ
が
、
こ
の
風
説
は
容
易
に
一
掃
せ
ら

れ
す
、
各
地
は
不
穏
の
情
勢
を
か
も
し
、
明
治
二
年
に
は

越
後
地
方
に
於
て
氣
候
不
順
に
し
て
災
害
が
点
綴
し
淀
が

之
は
朝
廷
が
貰
受
を
な
す
爲
に
三
瀬
が
當
つ
た
の
で
あ
っ

て
、
佛
恩
を
報
ず
べ
き
は
今
日
に
あ
㌃
な
ざ
、
風
説
を
傳

へ
不
稔
で
あ
っ
た
こ
い
ふ
（
榊
佛
分
離
史
料
綾
上
ノ
四
五
二
頁
）
o

か
く
し
て
寺
院
の
磨
合
に
附
す
る
新
政
府
の
態
度
に
写
し

て
僧
侶
佛
徒
の
不
李
が
等
々
に
起
り
、
更
に
明
治
二
年
の

祭
政
一
致
の
宣
言
、
同
年
大
敷
宣
布
、
五
年
三
條
愚
慮
登

極
、
大
敷
院
設
立
、
六
年
森
下
禁
止
の
高
札
轍
磨
等
々
、

紳
滋
落
丁
主
義
の
實
現
の
過
程
が
行
は
れ
、
同
時
に
信
仰

自
活
が
事
實
上
認
め
ら
る
、
に
至
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

僧
侶
が
そ
の
地
位
ご
利
盆
ご
を
脅
か
さ
れ
、
叉
信
仰
の
厚

い
佛
激
徒
を
管
掌
に
陥
…
れ
π
る
は
事
實
で
あ
）
、
從
て
之

が
最
初
の
原
因
こ
な
っ
た
の
も
當
然
で
あ
る
。

　
η
〈
前
項
に
述
べ
た
よ
う
に
、
草
々
は
肚
會
の
不
安
動
揺

ご
共
に
、
何
等
か
の
手
段
に
よ
っ
て
安
心
を
求
め
ん
ご
し

（　89．　）



た
る
結
果
、
邪
澱
を
迷
信
す
る
も
の
が
増
加
し
た
○
伊
勢

棘
宮
の
神
符
が
降
下
し
た
ε
い
ふ
の
で
人
民
安
堵
し
た
こ

い
ふ
一
事
を
…
以
て
す
る
も
、
人
民
が
信
仰
に
よ
っ
て
救
濟

を
求
め
て
居
だ
こ
ご
は
察
せ
ら
れ
る
。
多
年
信
仰
し
て
來

た
佛
激
を
康
止
す
る
ご
い
ふ
風
説
が
如
何
に
入
玉
を
し
て

恐
怖
概
念
を
懐
か
し
め
た
か
、
叉
た
こ
ひ
邪
激
の
迷
信
ε

は
い
へ
、
之
を
妨
害
す
る
事
が
、
入
民
の
賢
愚
の
動
因
ご

な
っ
た
か
は
い
ふ
迄
も
な
い
。
而
し
て
明
治
初
年
の
宗
敏

關
係
に
よ
る
百
姓
一
揆
は
、
次
の
事
例
に
見
る
が
如
く
、

多
年
の
信
仰
の
破
壊
に
よ
る
も
の
こ
、
邪
激
ど
し
て
忌
み

き
ら
っ
て
み
た
吉
利
支
丹
信
仰
の
解
禁
等
信
仰
の
薗
由
ご

な
れ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
こ
、
軍
な
る
迷
信
又
は
説
傳
に

よ
る
も
の
こ
の
三
つ
に
分
つ
事
を
得
る
が
、
然
か
も
そ
の

一
同
の
影
に
ひ
そ
み
て
糸
を
繰
っ
て
み
た
も
の
ば
、
宗
激

に
よ
る
利
害
關
係
者
例
へ
ば
俗
侶
、
布
雪
嶺
で
あ
っ
た
事

を
注
意
す
る
の
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
　
四
謝
罪
的
百
姓
一
揆
の
事
例

　
　
　
　
明
活
初
年
の
宗
教
約
農
民
一
揆
　
（
黒
正
）

　
明
治
元
年
會
津
に
於
け
る
朝
廷
壌
佛
を
宣
正
し
て
下
民

を
煽
動
し
た
る
事
件
は
之
を
百
姓
「
揆
ご
い
ふ
事
は
出
罪

な
い
し
、
叉
二
年
の
越
後
に
於
け
る
不
穏
の
駿
態
を
も
論

外
ε
し
、
黒
蓋
百
姓
一
揆
ご
な
っ
た
も
の
、
主
な
る
も
の

を
示
す
こ
ご
、
掃
し
た
Q

　
ω
　
明
治
四
年
三
月
三
河
國
大
濱
騒
動
。

　
菊
間
藩
の
管
轄
下
に
あ
る
僧
徒
並
に
門
徒
は
挑
佛
政
策

に
無
調
し
て
暴
動
を
な
し
淀
。
菊
間
藩
大
濱
の
代
官
服
部

氏
は
排
佛
的
思
想
を
有
し
、
か
ね
て
儒
侶
の
反
張
を
招
い

て
居
た
が
、
一
派
の
焦
思
は
代
官
に
迎
合
し
諸
政
改
革
の

事
に
参
加
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。
例
へ
ば
檀
越
五
十
戸
に

満
た
ざ
る
も
の
は
之
を
聯
合
す
る
の
案
の
議
せ
ら
れ
た
場

合
に
之
に
賛
成
し
た
信
侶
も
あ
っ
た
。
然
る
に
小
川
村
土

釜
寺
住
僧
、
高
取
村
專
修
繕
住
僧
等
は
之
に
反
論
し
、
先
づ

近
隣
の
同
宗
寺
院
に
傲
を
飛
ば
し
、
四
年
三
月
八
日
暮
戸

村
講
究
所
に
衆
僧
を
會
し
、
新
政
反
謝
の
決
議
を
な
し
、

翌
朝
代
官
所
の
所
在
地
た
る
大
濱
に
向
っ
て
出
登
し
淀
。

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巷
　
第
｝
壁
　
　
　
八
三

（83）



　
　
　
　
明
治
初
年
の
宗
敏
的
農
民
一
揆
　
（
黒
正
）

途
上
洛
村
の
宗
徒
は
之
に
黎
加
し
そ
の
数
三
千
人
に
達
し

た
。
寸
歩
藩
吏
は
之
を
阻
止
せ
ん
こ
て
出
張
し
、
鷲
塚
村

に
於
て
儒
徒
ご
癒
接
し
た
が
、
藩
吏
一
人
は
竹
槍
の
黒
め

に
躍
れ
た
。
菊
間
藩
は
も
こ
よ
り
岡
崎
、
西
尾
、
重
原
、

刈
谷
の
各
藩
も
出
兵
し
て
之
を
鋲
定
し
た
。
民
部
省
よ
り

判
事
、
束
本
願
寺
ま
り
役
僑
が
出
張
し
、
吟
味
の
上
蓮
泉

寺
住
俗
台
嶺
を
斬
罪
に
慮
し
、
夫
れ
く
庭
罰
し
て
落
着

し
た
。
併
し
省
ほ
地
方
一
帯
不
穏
の
歌
勢
に
あ
っ
た
。
こ

の
地
方
は
か
つ
て
永
轍
時
代
に
一
向
宗
一
揆
の
獲
生
し
た

所
で
あ
っ
て
、
明
治
初
年
最
初
に
宗
激
的
一
揆
の
起
つ
た

の
も
、
地
方
人
の
信
仰
心
が
強
烈
で
あ
る
こ
い
ふ
素
因
に

基
ズ
も
の
こ
い
へ
よ
う
Q
（
大
政
類
題
二
型
二
類
保
斑
の
部
、
愛
知

縣
碧
海
郡
誌
九
八
四
頁
、
額
田
郡
誌
四
九
〇
頁
、
牛
田
町
史
三
七
三
頁
）

　
②
　
明
治
四
年
十
二
月
　
俳
勢
國
脚
宮
動
座
事
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
重
縣
史
下
ノ
ニ
七
四
大
政
類
典
）

　
之
は
一
に
紳
、
宮
託
言
事
件
ご
幕
す
る
も
の
に
て
、
當
時

諸
制
改
新
に
際
し
総
総
を
東
京
に
移
塾
せ
ら
る
べ
し
ご
の

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巻
　
第
一
號
　
　
　
八
四

風
説
が
傳
は
つ
た
。
度
會
縣
下
の
入
民
は
大
い
に
驚
き
團
［

膿
運
動
に
よ
っ
て
之
を
随
止
せ
ん
ご
企
て
、
十
一
月
下
旬

百
姓
町
人
等
三
々
五
々
山
田
に
潜
饗
し
て
事
を
起
す
ご
い

ふ
の
で
縣
廉
は
大
い
に
警
戒
し
て
居
た
所
、
十
二
月
こ
十

九
日
数
十
名
の
も
の
縣
臆
に
來
集
し
、
亘
魁
佐
々
木
孚
三

郎
下
賜
名
の
者
は
六
連
砲
を
携
へ
て
臆
に
迫
り
、
建
自
書

を
呈
禺
し
た
。
官
員
は
責
任
廻
避
の
爲
め
帥
宮
司
臆
に
赴

く
べ
き
を
藪
へ
た
の
で
、
佐
々
木
等
は
紳
宮
司
臆
へ
も
三

通
の
鴛
毒
し
た
・
そ
の
建
楽
長
は
よ
義
鵡

の
意
岡
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
左
に
之
を
掲
げ
よ
う

　
祭
祀
は
皇
國
の
基
本
葬
倫
の
大
典
、
珠
里
宮
御
宇
倭
姫
命
，
爲

　
御
大
代
難
路
五
十
鈴
宮
御
鰻
座
被
爲
在
候
よ
り
籔
千
年
の
今
臓

　
に
至
り
、
内
閣
を
御
馬
齢
被
髪
遊
駒
御
事
は
身
障
も
無
御
座
候
、

　
中
世
以
降
邪
説
闇
之
、
加
之
佛
蕪
蔓
延
漸
去
辰
、
御
復
古
の
良

　
三
三
に
立
至
の
億
兆
之
入
民
赤
子
の
三
四
弓
懸
、
嗜
夜
に
如
得

　
燈
、
有
志
鞭
三
三
旧
事
候
、
然
る
に
朝
廷
何
れ
の
務
歎
奉
磯
叡
慮

　
候
哉
、
追
々
萬
國
交
際
、
終
に
は
使
番
海
幸
異
城
則
其
籍
乎
、

　
夷
天
々
坦
慶
皇
統
之
沸
伸
逃
遁
歪
彰
也
（
此
事
見
隠
投
書
）
此
等
書
、



　
皆
皇
國
固
有
心
の
所
溢
也
、
頃
日
諸
道
ω
各
論
紳
発
御
動
座
被

　
爲
在
の
趣
、
熟
考
す
る
に
御
洋
行
被
爲
花
候
件
御
治
定
、
敢
て

　
は
御
留
守
瀞
宮
を
奉
奪
の
謀
策
内
國
に
起
る
を
恐
れ
紳
宮
共
に

　
異
域
に
奉
成
乗
輿
之
結
構
廣
堂
の
御
評
議
可
有
之
も
難
斗
、
其

　
形
勢
有
志
輩
傍
観
す
る
に
不
堪
也
、
依
之
同
志
之
輩
三
つ
三
宮

　
を
三
三
弓
術
憩
宮
御
動
座
は
申
図
無
之
、
御
洋
行
を
奉
止
候
件

　
々
申
立
度
し
潜
田
地
へ
正
三
一
を
糧
搾
込
候
疏
我
に
漸
御
座
…
候
間
、
宵
山
竿
御

　
同
志
被
成
下
有
志
輩
の
正
忠
御
憐
察
偏
に
奉
懇
願
候
。
誠
恐
誠

　
惇
頓
首
謹
言
。
辛
未
十
二
月
。
有
志
輩
。
度
會
縣
御
中

　
　
　
（
大
政
類
典
二
編
出
舞
曲
民
の
郡
、
熱
電
厚
遇
下
ノ
ニ
七
四
頁
）

　
③
　
輪
帯
五
年
四
月
　
越
後
一
帯

　
之
は
殆
ざ
越
後
全
課
に
亙
っ
て
蜂
諭
し
た
一
揆
に
し
て

頗
る
大
規
模
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
柏
傭
縣
へ
の
歎
願

書
を
見
る
ご
、
信
濃
川
画
革
の
人
足
井
に
割
付
金
の
輕
減
、

納
税
復
奮
、
零
墨
の
儀
御
免
、
紳
疵
佛
閣
能
代
の
通
ご
す

る
事
の
四
ヶ
條
を
示
さ
れ
て
居
る
。
從
っ
て
之
は
純
輝
の

宗
敏
一
揆
で
は
な
い
が
、
こ
の
地
方
は
信
仰
の
盛
な
所
で

あ
っ
た
、
已
に
明
治
二
年
に
帥
佛
分
離
に
つ
い
て
一
時
不

　
　
　
　
明
治
初
年
の
宗
敏
的
農
艮
…
揆
　
（
黒
正
）

稔
の
状
を
呈
し
た
程
で
あ
っ
て
、
腰
佛
政
策
が
農
民
を
刺

戟
し
だ
こ
ご
は
想
像
に
難
く
な
い
。
殊
に
そ
の
主
謀
者
の

中
に
は
俗
侶
の
伜
、
陰
陽
師
な
ご
が
居
る
の
で
あ
る
か
ら
、

一
揆
の
主
要
な
る
動
因
は
紳
佛
分
離
叉
は
排
佛
に
あ
っ
た

ご
考
へ
ら
る
、
が
故
に
叢
に
例
示
し
た
次
第
で
あ
る
。
爾

ほ
こ
の
一
髪
に
於
て
注
目
す
べ
き
は
、
、
数
十
本
の
旗
に
、

天
照
皇
太
淋
宮
ご
大
書
し
、
そ
の
下
に
徳
川
家
恢
復
朝
敵

好
賊
征
伐
ご
記
さ
れ
て
み
る
事
で
あ
る
。
そ
の
抵
抗
力
甚

大
に
し
て
、
東
京
鎭
壷
第
…
分
螢
よ
り
出
兵
し
、
途
に
登

砲
す
る
の
止
む
な
き
に
至
っ
た
Q
農
民
は
恐
を
な
し
退
散

し
、
主
魁
者
も
漸
次
捕
縛
せ
ら
れ
た
の
で
、
間
も
な
く
鎭

馨
し
た
O
（
大
政
類
典
二
編
三
面
天
罰
の
部
）

　
㈲
　
明
治
五
年
一
六
年
　
大
分
縣
下

　
豊
後
に
於
て
は
明
治
五
年
十
二
月
よ
り
翌
年
一
月
に
か

け
て
各
地
に
「
揆
が
起
つ
た
。
・
就
中
大
分
縣
下
の
一
揆
は

徒
野
黒
四
駅
高
人
ご
注
せ
ら
れ
、
　
入
家
を
粘
倣
壊
す
る
群
山
四
十
徐

軒
、
出
張
の
役
人
に
死
傷
者
を
出
す
有
楼
で
あ
っ
た
。
そ

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巷
　
第
一
競
　
　
　
八
五

（B5）



　
　
　
　
明
泊
初
年
の
宗
敏
的
農
民
一
揆
　
（
黒
正
）

の
主
張
す
る
所
は
十
三
ヶ
條
に
亙
っ
て
居
る
が
、
聯
木
切

間
敷
の
事
、
帥
佛
是
迄
の
事
以
下
租
税
負
搬
の
事
に
齢
し

て
み
る
。
當
局
は
武
力
に
よ
っ
て
之
を
鎭
定
し
、
牛
馬
を

殺
し
の
事
、
及
び
右
の
宗
敢
に
關
す
る
事
は
之
を
認
め
た

る
も
他
は
認
許
し
な
か
つ
π
（
大
政
類
典
二
編
三
婆
保
民
の
部
）

　
⑤
　
明
治
六
傘
三
月
　
越
前
大
野
郡
地
方

　
之
は
明
治
初
年
に
於
け
る
宗
教
的
百
姓
一
揆
こ
し
て
最

も
血
ハ
型
的
の
も
の
で
あ
り
そ
の
規
模
は
頗
る
大
が
、
り
で

あ
っ
だ
。
元
年
以
來
の
楽
器
的
政
策
に
劃
し
て
不
平
を
懐

い
て
居
た
僧
侶
及
び
農
民
は
、
説
激
に
自
宗
の
激
義
を
交

説
す
べ
か
ら
す
ご
の
意
を
誤
解
し
、
興
浜
の
俗
侶
は
農
民

を
煽
動
し
て
途
に
一
揆
を
趨
さ
し
む
る
に
至
っ
た
。
　
一
揆

の
名
ビ
す
る
所
は
、
耶
蘇
宗
拒
絶
の
事
、
鼠
円
宗
説
法
再
興

の
事
、
學
校
に
洋
文
を
凝
す
る
の
事
三
条
に
し
て
、
か
の

三
條
華
墨
は
耶
蘇
の
澱
で
あ
り
、
學
校
の
洋
文
は
耶
蘇
の

文
で
あ
る
、
洋
服
漸
髪
は
耶
蘇
の
俗
で
あ
る
が
、
朝
廷
が

こ
れ
を
縛
め
る
の
は
耶
蘇
敢
を
好
む
か
ら
で
あ
る
こ
い
ふ

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巷
第
一
號
　
　
　
八
六

そ
の
他
地
券
厭
氣
新
暦
反
騰
の
意
を
も
示
し
て
居
る
。
形

勢
不
稔
こ
な
る
や
、
瀟
井
支
臆
の
官
員
羅
卒
等
出
張
し
て

．
取
り
鎭
め
ん
ご
し
た
る
も
、
急
に
農
民
が
蜂
心
し
、
六
字

の
念
佛
旗
を
擁
し
て
各
地
に
暴
行
を
な
し
先
づ
大
野
町
地

券
役
所
に
放
火
し
、
三
善
導
憲
に
賛
意
を
表
し
或
は
新
政

に
追
從
す
る
僧
侶
の
住
寺
を
焼
博
し
村
吏
當
番
の
居
宅
を

襲
撃
し
た
。
選
卒
捕
響
岩
の
負
傷
し
π
も
の
も
少
く
な
か

っ
た
。
か
く
て
名
古
屋
鎮
毫
の
出
兵
に
よ
っ
て
漸
く
之
を

鎭
歯
す
る
事
が
出
來
、
主
謀
者
五
名
斬
罪
、
一
名
絞
罪
、

以
下
多
数
の
虚
刑
者
を
出
し
た
。
（
大
政
類
典
同
上
、
騙
非
縣
史

三
ノ
五
六
五
頁
、
大
野
郡
誌
上
ノ
ご
　
○
頁
）

　
⑥
　
　
明
治
山
ハ
年
十
月
　
　
鹿
へ
事
様
縣
下

　
豫
ね
て
三
瀦
輩
下
柳
川
の
眞
宗
末
派
の
属
心
ご
嘱
す
る

も
の
が
、
ひ
そ
か
に
鹿
兇
島
雌
牛
山
郷
諸
川
を
俳
徊
し
、

野
山
邊
鄙
の
場
所
へ
農
民
を
数
難
名
集
め
、
虚
誕
の
妄
説

を
な
し
愚
民
を
惑
は
し
、
殊
に
新
政
の
妨
害
を
な
す
を
以

て
之
を
逮
捕
し
た
る
に
、
彼
を
信
ず
る
愚
民
は
、
そ
の
宥
免

（86）



を
願
ひ
出
づ
ぺ
～
受
認
し
形
勢
不
穏
こ
な
つ
π
。
大
山
縣

A
旧
よ
り
大
藏
省
へ
の
回
答
に
よ
れ
ば
、
取
押
∵
方
近
郷
報
知

の
警
め
合
圖
の
木
砲
を
塞
難
し
だ
こ
あ
る
が
、
恐
ら
く
農

民
を
恐
怖
せ
し
め
て
事
を
未
然
に
防
が
ん
ご
し
た
も
の
ご

思
は
れ
る
。
幸
に
大
事
に
至
ら
す
し
て
解
決
し
た
。
（
大
政

瀬
典
同
上
）

　
の
　
明
治
六
年
十
こ
月
　
伊
賀
國
阿
秤
津
西
山
村

　
こ
の
地
方
に
は
十
年
前
よ
り
御
嶽
激
が
弘
布
せ
ら
れ
、

思
想
を
結
び
て
時
に
集
會
拝
絆
し
、
年
ご
共
に
信
者
も
増

加
し
て
居
た
が
、
信
者
中
の
三
五
郎
ご
書
す
る
も
の
は
稻

荷
下
げ
を
行
ふ
の
で
大
に
奪
信
せ
ら
れ
、
異
常
の
墨
動
を

な
し
て
愚
民
を
惑
は
し
て
居
た
。
，
然
る
に
聯
発
振
敷
主
義

の
着
々
曳
行
せ
ら
れ
ん
ビ
す
る
や
、
村
内
に
維
新
講
な
る

も
の
が
結
説
せ
ら
れ
、
副
戸
長
、
敢
導
職
が
之
を
牛
耳
を
ご

り
そ
の
勢
力
は
途
に
御
嶽
激
を
歴
す
る
状
態
こ
な
っ
た
、

叢
に
於
て
三
五
郎
は
之
を
大
に
ね
た
み
虚
妄
説
を
唱
へ
村

内
に
災
鍋
を
齎
ら
さ
ん
ご
宣
要
し
た
の
で
、
愚
民
恐
怖
し

　
　
　
　
明
油
初
年
の
宗
教
的
農
民
一
揆
　
（
黒
正
）

て
途
に
一
揆
を
起
し
、
維
新
講
の
婁
要
者
を
殴
打
し
、
氏

帥
春
日
疵
に
屯
集
し
て
暴
動
を
企
て
ん
ビ
し
た
。
上
野
支

廉
よ
り
官
吏
並
に
三
会
吏
数
十
人
を
派
遣
し
漸
く
鎭
定
し
．

た
。
鎭
座
に
際
し
捕
亡
吏
二
人
帥
死
、
七
人
負
傷
し
た
ビ

い
ふ
の
で
あ
る
か
ら
、
相
當
に
渦
激
な
騒
動
で
あ
っ
た
こ

田
心
は
れ
一
る
。
（
大
政
類
典
同
上
、
三
重
縣
史
下
ノ
ニ
八
○
頁
）

　
こ
の
外
、
墨
げ
遡
れ
ば
宗
激
に
閣
罰
し
て
登
生
し
た
一

揆
も
多
々
あ
る
事
ご
思
は
れ
、
又
夷
人
退
治
、
思
量
反
甥

斬
髪
反
警
に
よ
る
百
姓
一
揆
に
は
、
吉
利
支
丹
反
封
の
意

昧
が
多
く
含
ま
れ
て
居
る
か
ら
、
或
る
意
味
に
於
て
宗
激

的
一
揆
こ
も
い
へ
よ
う
。
併
し
本
稿
で
は
主
ビ
し
て
宗
激

問
題
に
直
接
の
嗣
係
あ
る
も
の
、
み
を
選
ん
で
、
七
時
の

百
姓
一
揆
の
特
性
の
一
斑
を
知
ら
ん
こ
し
た
の
で
あ
る
Q

　
　
　
　
五
除
　
　
　
言

　
以
上
は
極
め
て
僅
か
の
事
例
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
之
に

よ
っ
て
明
治
初
年
の
宗
敢
的
ヅ
揆
の
意
昧
を
出
費
す
る
事

は
出
來
な
い
が
、
併
し
煙
れ
惹
け
の
事
實
を
以
て
す
る
も

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巻
　
第
一
號
　
　
　
八
悲
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明
沿
初
年
の
宗
二
瀬
農
斑
｝
揆
　
（
黒
正
）

少
か
ら
濾
階
示
を
受
け
う
る
。
即
ち
維
新
後
の
急
激
な
る

醗
會
的
事
事
に
よ
っ
て
如
何
に
入
民
が
昏
迷
し
鶴
趨
を
求

む
る
に
汲
々
こ
し
て
居
た
か
、
又
如
何
に
頑
迷
無
智
で
あ

っ
た
か
は
察
ぜ
ら
れ
る
。
更
に
こ
の
種
の
｝
揆
は
そ
の
登

生
地
の
信
仰
心
の
如
何
、
入
知
の
嚢
達
程
度
ご
密
接
の
關

係
が
あ
る
よ
う
に
思
は
れ
る
。
例
へ
ば
一
ご
河
、
献
宏
剛
の
如

き
は
か
の
戦
國
時
代
の
［
向
宗
「
揆
が
最
も
強
烈
に
起
つ

π
地
方
で
あ
り
、
叉
一
、
二
年
の
頃
に
や
、
も
す
れ
ば
宗
激

的
一
揆
の
勃
登
ぜ
ん
ご
す
る
形
勢
に
あ
っ
だ
越
後
の
如
き

も
さ
う
で
あ
る
。
之
に
反
し
信
仰
心
の
微
弱
な
る
地
方
、

古
く
よ
り
比
較
的
人
文
の
進
歩
し
て
み
た
地
方
で
は
、
排

佛
政
策
な
ざ
殆
ざ
問
題
に
せ
す
、
又
新
政
の
護
解
に
基
く

酪
ヨ
甥
は
少
い
傾
向
が
あ
る
。

　
宗
敏
的
…
關
係
に
よ
る
百
姓
一
揆
の
み
を
通
じ
て
掘
察
す

る
も
、
農
民
が
其
に
畳
醒
し
自
畳
し
て
、
理
性
的
に
就
會

の
不
合
理
を
矯
正
せ
ん
ご
す
る
の
意
圖
を
有
し
て
ゐ
π
事

は
殆
ざ
之
を
見
出
す
事
は
出
來
な
い
。
只
、
蕾
來
の
傳
統

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巻
　
第
一
號
　
　
　
入
節

の
破
壊
を
好
ま
す
、
宗
激
的
恐
怖
心
に
お
の
、
い
、
て
居
た

時
に
、
僧
侶
そ
の
他
の
利
害
醐
係
者
が
之
を
煽
動
し
指
導

し
た
に
す
ぎ
訟
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
間
に
何
等
深
遠
な
る

指
導
的
精
愁
は
な
く
、
全
く
花
火
線
香
の
如
き
運
勤
に
了
＼

つ
た
こ
ご
が
明
か
で
あ
る
。

（88）


